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中国商標有効登録 1千万件突破 
 

 

 2015 年末で、累計の商標出願総件数は 18,402,700、登録総件数は 12,253,900、有効  

登録件数は 10,343,900 であった。 

国家工商総局（SAIC）は急激に増加した商標出願への積極的対応と定められた審査期間の

厳守の二点に挑戦し、商標出願の受理と審査作業を強化した。2015 年に 2,876,000 件の 

出願を受理し、前年比 25.85％の歴史的増加となった。出願件数の増加は継続するであろう。 

商標出願に関して、電子データ方式による出願は 1,988,200 件で全体の 69.13％であり、  

書面による出願の 2.2倍であった。国内の 1 万社当りが所有する商標件数は平均で 2011年

に 1074 件であったが、2015 年には 1335 件で、24.3％上昇している。2015 年末までで平均

して 7.5 社当り 1 件の有効商標登録を所有することになる。 

行政上の取り締まりに関しては、SAIC は権利侵害と模倣品を排除するために高い圧力を 

かけ続けた。2015 年には、50,834 案件を摘発して、47,349 件を立件し、その違反事件に  

係る金額は 740 百万元であった。これらの案件のうち、商標侵害は 27,379 件で、19,802 件

が立件され、その違反事件に係る金額は 370 百万元であった。SAIC はまた 238 件の刑事 

事件を司法当局に移送したが、その違反事件に係る金額は 120 百万元であった。 

                               （出典：中国商標局） 

この記事の著作権は有限会社ウンピン・エンド・カンパニーにあり、一部または全部の無許可転載を禁止します。 

あらゆる内容は日本の著作権法及び国際条約によって保護を受けています。 
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